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一
　
は
じ
め
に

　

筆
者
は
「『
周
易
集
註
鈔
』
に
お
け
る
「
ハ
ヅ
」
の
用
法
」（『
國
學
院

雜
誌
』
二
〇
二
二
年
四
月
）（
以
下
、「
前
稿
」
と
称
す
る
）
で
、
次
の
よ

う
な
こ
と
を
述
べ
た
。

一 　

現
代
語
で
確
か
な
推
量
を
表
わ
す
「
～
は
ず
だ
」
の
「
は
ず
」
の

語
源
は
「
や
は
ず
・
ゆ
は
ず
」
の
「
筈
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、「
筈
」
と
「
は
ず
（
だ
）」
と
が
意
味
的
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ

近
世
抄
物
類
に
お
け
る
「
ハ
ヅ
」
の
用
法

山
田　

潔

く
の
か
判
然
と
せ
ず
、
こ
の
語
源
説
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。

二 　
『
周
易
集
註
鈔
』（
一
六
六
一
年
刊
）
に
は
「
ハ
ヅ
（
ゾ
・
ナ
リ
）」

が
69
例
現
わ
れ
、
そ
の
意
味
用
法
は
現
代
語
の
「
は
ず
（
だ
）」
に

酷
似
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
上
か
ら
、
こ
の
「
ハ
ヅ
」

は
「
筈
（
ハ
ズ
）」
と
同
一
語
と
は
認
め
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、
独

立
し
た
語
と
し
て
「
ハ
ヅ
」
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三 　
『
羅
葡
日
対
訳
辞
書
』（
一
五
九
五
年
刊
）
に
は
「
筈
」
の
意
味
の

「fazu

（
ハ
ズ
）」
と
は
別
に
「fazzu

（
ハ
ヅ
）」
が
存
在
し
、
類

義
語
「
約
束
」「
契
約
」
葡
語
の
訳
語
「conserto

（
合
意
）」「pacto

（
協
定
）」
な
ど
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
ハ
ヅ
」
は
こ
の
よ
う
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な
意
味
を
有
す
る
一
語
と
し
て
存
在
し
た
と
認
定
さ
れ
る
。

四 　
『
日
葡
辞
書
』（
一
六
〇
三
～
四
年
刊
）
で
は
、「
ハ
ヅ
」
と
「
ハ

ズ
（
筈
）」
が
と
も
に
立
項
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
綴
り
は
と
も

に
「fazu
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
四
つ
仮
名
の
混
乱
に
よ
り
、

仮
名
遣
い
の
上
で
、「
ハ
ヅ
」
が
「
ハ
ズ
（
筈
）」
に
吸
収
さ
れ
た
結

果
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

五 　

室
町
末
期
に
お
い
て
、
ベ
シ
の
意
味
用
法
は
基
本
的
に
ウ
ズ
に
置

換
さ
れ
た
。『
周
易
集
註
鈔
』
に
は
ウ
ズ
は
現
わ
れ
ず
、
代
わ
り
に

ハ
ヅ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ヅ
は
、
ベ
シ
・
ウ
ズ
と
同
様
、
当
然

（
～
べ
き
だ
）・
必
然（
～
に
ち
が
い
な
い
）の
両
様
に
用
い
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
意
味
用
法
の
点
か
ら
も
、
現
代
語
の
「
は
ず
」
の
語
源

は
こ
の
ハ
ヅ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
稿
で
は
右
の
事
柄
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
本
稿
で
は
、『
周
易

集
註
鈔
』
以
外
に
、
近
世
抄
物
類
に
は
ど
の
よ
う
な
用
例
が
認
め
ら
れ
る

か
。「
当
然
」・「
必
然
」
の
二
用
法
は
、
ハ
ヅ
の
語
源
か
ら
、
ど
の
よ
う

に
派
生
・
拡
大
し
た
か
の
二
点
を
中
心
に
述
べ
て
行
き
た
い
。

　

近
世
の
ハ
ヅ
に
つ
い
て
は
、
先
学
諸
氏
が
多
く
の
用
例
を
引
用
し
て
い

る（
1
（

が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
抄
物
類
の
用
例
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
な

お
、
ハ
ヅ
の
仮
名
遣
い
は
「
ハ
ズ
（
筈
）」
で
は
な
く
「
ハ
ヅ
」
が
正
し

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
ハ
ヅ
と
表
記
す
る
。

二
　『
職
原
鈔
私
記
』
に
お
け
る
「
ハ
ヅ
」
の
用
法

　

前
稿
で
扱
っ
た
『
周
易
集
註
鈔
』（
一
六
六
一
年
）
に
先
立
つ
抄
物
と

し
て
は
『
職
原
鈔
私
記（

2
（

』（
一
六
四
八
年
）
が
あ
り
、
ハ
ヅ
が
27
例
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
用
例
の
分
析
か
ら
始
め
た
い
。

　

北
畠
親
房
の
著
述
に
係
る
『
職
原
鈔
』
は
官
職
・
官
制
の
軌
範
を
示
す

書
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
取
り
決
め
に
関
す
る
記
述
が
多
く
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
講
述
に
ハ
ヅ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
先
ず
注
目
さ
れ
る

（
以
下
、
読
解
の
便
宜
の
た
め
に
引
用
例
に
句
読
点
を
付
す
る
）。

１ 

唐
ノ
時
ノ
定
メ
ニ
、
卿
一
人
少
卿
二
人
ト
ア
ル
ホ
ト
ニ
、
此
侍シ

ラ
ウ郎

ト

云
ヲ
少
卿
ニ
ス
ル
ハ
ツ
ソ
。（
上
末
33
オ
）

２ 

唐
ノ
ナ
レ
ハ
、
文
章
博
士
カ
、
唐
ノ
大
宗
ノ
時
ノ
如
ク
ニ
、
詔ミ

コ
ト
ノ
リ勅

ヲ

カ
ク
ハ
ツ
ソ
。
然
ト
モ
、
日
本
ハ
内
記
カ
詔
勅
ヲ
カ
ク
ソ
。

 

（
上
末
24
ウ
）

　

右
の
用
例
は
、官
職
・
官
制
の
軌
範
は
中
国
の
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
れ
に
則
る
な
ら
ば
、「
少
卿
ニ
ス
ル
ハ
ツ
ソ
（
＝
少
卿
に
据
え
る
の
が

道
理
だ
）」「
文
章
博
士
カ
…
詔
勅
ヲ
カ
ク
ハ
ツ
ソ
（
＝
文
章
博
士
が
書
く

の
が
正
式
だ
）」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
次
の
用
例
も
右
に
準
じ
て
考
え
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ら
れ
る
。

３ 

当
代
ハ
将
監
ト
ハ
カ
リ
云
カ
根
本
（
＝
本
来
）
ハ
左
近
将
監
ト
云
ハ

ツ
ソ
。（
下
末
８
ウ
）

４ 

出
納
ト
云
ハ
大
中
納
言
ニ
ア
タ
ル
ソ
。
…
イ
タ
ス
ト
ヨ
ム
時
ハ
音
ス

イ
ト
ア
ル
ソ
。
孔
明
カ
出
師
表
ノ
心
ソ
。
シ
カ
ラ
ハ
、
ス
イ
ノ
ウ
ト

ヨ
マ
ン
ハ
ツ
ナ
レ
ト
（
＝
…
と
読
む
の
が
正
し
い
け
れ
ど
も
）、
シ

ユ
ツ
納
ト
ヨ
ミ
来
ル
ソ
。（
下
本
29
オ
）

　

こ
の
よ
う
に
「
ハ
ヅ
ゾ
」
と
判
断
す
る
根
拠
が
一
定
の
基
準
に
基
づ
く

場
合
が
多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
、
状
況
か
ら
し
て
、

そ
う
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。

５ 

陸
奥
広
シ
テ
辺
土
ナ
ル
故
ニ
、
兵
ヲ
五
千
人
オ
ク
ソ
。
其
ハ
東ト

ウ
イ夷

用ヨ
ウ
シ
ン心

ノ
為
ナ
リ
。
其
兵
モ
鎮
守
将
軍
ノ
下
ヘ
ツ
ク
ヘ
キ
ハ
ツ
ナ
ラ
ン

ソ
（
＝
鎮
守
将
軍
の
支
配
下
に
置
く
の
が
道
理
で
あ
ろ
う
）。

 

（
下
末
22
ウ
）

６ 

此
内
覧
ノ
宣
旨
ヲ
宇ウ

チ
ノ治

忠タ
ヽ
ミ
チ道

ハ
賜タ

マ

ル
ハ
ツ
ソ
（
＝
前
々
の
取
り
決
め

で
あ
っ
た
）。
然
ル
ニ
、
…
頼
長
ニ
賜
ル
ヤ
ウ
ニ
ト
頼
通
ノ
訴ソ

セ
フ訟

ノ

故
ニ
頼
長
ニ
賜
ル
也
。（
上
本
27
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
ハ
ヅ
ゾ
」
は
、
言
語
主
体
に
と
っ
て
、
そ
う
あ
る
の

が
適
当
・
当
然
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
表
わ
す
か
ら
、
そ
れ
と
対
比
す
る

事
柄
に
つ
い
て
は
、「
ア
シ
イ
」「
無
念
（
＝
残
念
・
不
本
意
）」
と
い
う

批
評
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。

７ 

軍ク
ン
サ
ウ曹

ハ
、
武フ

ユ
フ勇

ニ
堪タ

ヘ

タ
ル
人
ヲ
コ
ソ
可
レ

補
ハ
ツ
ナ
レ
（
＝
当
然
補

す
る
べ
き
だ
）。
其
上
、
文
官
ノ
公
卿
ノ
武
官
ヲ
請
ハ
ル
ヽ
ハ
ア
シ

イ
ソ
。
将
軍
タ
ル
人
ノ
望
ヌ
ル
ハ
道
理
ナ
ル
ソ
。（
下
末
23
ウ
）

８ 

少
輔　

員
外
郎
欤
ノ
四
字
ア
シ
イ
ソ
。丞
ヲ
員
外
ノ
郎
ト
云
ハ
ツ
ソ
。

 

（
上
末
32
オ
）

９ 

名メ
イ
カ家

ハ
今
ノ
烏

カ
ラ
ス
マ
ル丸

柳ヤ
ナ
キ
ハ
ラ

原
ナ
ト
ノ
家
ソ
。
大
納
言
カ
極
官
ナ
リ
。
大
納

言
ヨ
リ
上
ヘ
ア
ケ
ヌ
ハ
ツ
ヲ
（
＝
…
の
が
通
例
で
あ
る
の
に
）、
准

大
臣
ニ
任
ス
ル
事
、
近チ

カ
コ
ロ比

無ム
ネ
ン念

ノ
事
也
。（
上
本
24
オ
）

10 

古
ハ
大
臣
ニ
昇
リ
シ
家
ナ
レ
ト
モ
、
三
代
大
臣
ニ
エ
ノ
ホ
ラ
ネ
ハ
、

四
代
目
ニ
ハ
中
々
大
臣
ニ
昇
セ
ヌ
ソ
。
其
ヲ
中
絶
ノ
者
ト
モ
ノ
中
将

ヲ
帯
ル
ハ
無
念
也
。
中
将
ヲ
帯
サ
ス
ル
ハ
ツ
（
＝
道
理
）
テ
ハ
ナ
イ

ソ
。（
下
末
６
オ
）

　

篠
崎
一
郎
氏
は
、
現
代
語
の
「
は
ず
（
だ
）」
に
つ
い
て
、「
当
然
あ
る

状
態
が
起
き
る
も
の
と
し
て
の
期
待
が
（
あ
る
、
又
は
、
な
い
）
と
判
断

（
す
る
）」
と
説
明
す
る（

3
（

が
、
こ
の
「
期
待
」
と
右
の
「
そ
う
あ
る
の
が

適
当
・
当
然
で
あ
る
と
い
う
判
断
」
と
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

以
上
、
文
脈
に
即
し
て
ハ
ヅ
の
意
味
を
分
析
し
て
き
た
。
次
に
、
構
文

上
ハ
ヅ
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、「
ハ
ヅ
（
ゾ
）」
と
判
断
す
る
根
拠
を
接
続
助
詞
「
ホ
ド
ニ
」
で
示
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す
用
例
が
３
例
認
め
ら
れ
る
（
類
例　

上
末
33
オ
）。

11 
橘
諸
ノ

（
マ
マ
（兄

公
ナ
ト
ハ
、
右
大
／
臣
ナ
ル
程
ニ
、
納
言
以
上
ト
カ
ク

ハ
ツ
ソ
。（
下
本
18
ウ
／
19
オ
）

12 

八
省
ト
イ
エ
ハ
、
中ナ

カ
ツ
カ
サ務

モ
同
シ
ヤ
ウ
ナ
レ
ト
モ
、
コ
ト
〳
〵
シ
ク
高

イ
程
ニ
、
七
省セ

ウ

ニ
マ
セ
ル
ハ
ツ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ソ
。（
上
末
39
オ
）

　
「
故
ニ
」
の
用
例
も
１
例
見
ら
れ
る
。

13 

蔵
人

ノ

職
ハ
故コ

シ
チ実

モ
ア
ル
ハ
ツ
ナ
ル
故
ニ
、
旧
章
ヲ
モ
ナ
ラ
ハ
ス
、

口
伝
ヲ
ウ
ケ
サ
ル
輩
ハ
、
蔵
人
ニ
ナ
ル
事
ハ
斟シ

ン
シ
ヤ
ク酌

ア
ル
ハ
ツ
ソ
。

 

（
下
本
25
ウ
）

　

前
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
理
由
を
示
す
接
続
助
詞
類
を
承
け
る
ハ
ヅ

を
「
必
然
用
法
」
と
考
え
た
が
、『
職
原
鈔
私
記
』
の
場
合
、
右
の
用
例
は
、

「
当
然
用
法
」
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
用
例
13
に

つ
い
て
言
え
ば
、
必
ず
「
斟
酌
」
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は

な
く
、「
斟
酌
」
が
あ
っ
て
当
然
だ
と
い
う
意
味
に
と
る
の
が
自
然
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、「
当
然
用
法
」
の
著
し
い
特
徴
は
、「
ハ
ヅ
（
ゾ
）」
の
後
に
、

逆
接
の
接
続
助
詞
類
・
接
続
詞
を
伴
う
用
例
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
逆
接
の
接
続
助
詞
類
「
ヲ
（
３
例
）」「
ナ
レ
ド
（
モ
）（
３

例
）」
接
続
詞
「
シ
カ
ル
ニ
（
２
例
）」「
シ
カ
レ
ド
モ
（
２
例
）」
の
10
例

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
２
例
ず
つ
引
用
す
る
。

14 

此
親
房
…
南
朝
ニ
テ
准
后
ト
云
程
ニ
、
今
ニ
到
ル
マ
テ
、
左
衛
門
尉

ト
イ
ハ
ン
ハ
ツ
ヲ
、
今
ニ
准
后
ト
云
ハ
、
北
畠
ノ
功
多
キ
故
ニ
、
貴

ミ
テ
准
后
ト
云
ソ
。（
上
本
２
オ
）

15 

唐ト
ウ

名
ハ
大シ

ヤ
ウ常

卿ケ
ウ

─
卿
ト
ハ
高カ

ウ
ク
ワ
ン官

ソ
。
大
常
少
卿
ト
云
ハ
ツ
ヲ
、
誤
ル

ソ
。（
上
本
10
オ
）

16 

京
ヨ
リ
左
ヲ
馮
翊
ト
云
ヒ
、
右
ヲ
扶
風
ト
云
ソ
。
…
扶
風
ヲ
ハ
右
京

ニ
ツ
ケ
ル
ハ
ツ
ナ
レ
ト
モ
、
今
此
ニ
ハ
付
ヌ
ソ
。（
下
本
２
ウ
）

17 

出
納
…
ス
イ
ノ
ウ
ト
ヨ
マ
ン
ハ
ツ
ナ
レ
ト
、
シ
ユ
ツ
納
ト
ヨ
ミ
来
ル

ソ
。（
下
本
29
オ
）

18 

此
内
覧
ノ
宣
旨
ヲ
宇ウ

チ
ノ治

忠タ
ヽ
ミ
チ道

ハ
賜タ

マ

ル
ハ
ツ
ソ
。
然
ル
ニ
、
…
頼
長
ニ

賜
ル
也
。（
上
本
27
ウ
）

19 

前
官
ニ
テ
氏
長
者
ニ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ハ
ツ
ソ
。
然
ル
ニ
、
前
官
ニ
テ
ナ
ル

ハ
、
別
ニ
宣
下
ノ
有
故
也
。（
下
本
17
ウ
）

20 

筑
前　

太
宰
府
帥
ノ
帯
ラ
ル
ヽ
筑
前
ナ
ル
程
ニ
、
守
以
下
目
ニ
至
マ

テ
自
余
ノ
国
ノ
如
ニ
ハ
ア
ル
マ
イ
ハ
ツ
ソ
。
シ
カ
レ
ト
モ
、
守
以
下

ハ
余
国
ノ
如
ニ
皆
ア
ル
ソ
。（
下
本
45
オ
）

21 

唐
ノ
ナ
レ
ハ
、
文
章
博
士
カ
、
唐
ノ
大
宗
ノ
時
ノ
如
ク
ニ
、
詔ミ

コ
ト
ノ
リ勅

ヲ

カ
ク
ハ
ツ
ソ
。
然
ト
モ
、
日
本
ハ
内
記
カ
詔
勅
ヲ
カ
ク
ソ
。

 

（
上
末
24
ウ
）

　

ま
た
、
先
に
用
例
７
に
引
用
し
た
が
、「
コ
ソ
～
ハ
ヅ
ナ
レ
」
も
逆
接
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の
意
味
を
有
す
る
。

軍ク
ン
サ
ウ曹

ハ
、
武フ

ユ
フ勇

ニ
堪タ

ヘ

タ
ル
人
ヲ
コ
ソ
可
レ

補
ハ
ツ
ナ
レ
。
…
文
官
ノ

公
卿
ノ
武
官
ヲ
請
ハ
ル
ヽ
ハ
ア
シ
イ
ソ
。（
下
末
23
ウ
）

　

右
の
よ
う
に
、
逆
接
の
関
係
で
後
続
す
る
用
例
は
11
例
を
数
え
る
。
こ

れ
は
、
ハ
ヅ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
理
念
と
現
実
の
様
相
と
が
乖
離
す
る
こ

と
の
多
い
文
脈
で
使
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
。

　

順
接
「
故
に
」
は
次
の
１
例
の
み
で
あ
る
。

22 

権
帥　

納
言
以
上
若
前
官
…
大
臣
モ
左サ

セ
ン遷

ノ
時
任
ス
ル
ナ
レ
ハ
、
納

言
以
上
ト
云
ハ
ツ
ソ
。
故
ニ
（
前
官
ト
）
云
ソ
。（
下
本
43
ウ
）

　

以
上
、『
職
原
鈔
私
記
』
に
お
い
て
「
ハ
ヅ
（
ゾ
）」
は
「
当
然
用
法
」

が
主
流
を
占
め
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

こ
こ
で
、
ハ
ヅ
の
語
性
に
つ
い
て
考
え
て
行
き
た
い
。
ま
ず
、
用
例
５

「
ツ
ク
ヘ
キ
ハ
ツ
ナ
ラ
ン
ソ
」
７
「
可
レ

補
ハ
ツ
ナ
レ
」
14
「
左
衛
門
尉

ト
イ
ハ
ン
ハ
ツ
ヲ
」
17
「
ス
イ
ノ
ウ
ト
ヨ
マ
ン
ハ
ツ
ナ
レ
ト
」
20
「
ア
ル

マ
イ
ハ
ツ
ソ
」
の
よ
う
に
、
ハ
ヅ
は
推
量
の
助
動
詞
を
も
承
け
る
の
で
あ

る
か
ら
、
体
言
（
形
式
名
詞
）
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

ハ
ヅ
を
体
言
と
考
え
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
が
問
題

と
な
る
。前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
羅
葡
日
対
訳
辞
書（

4
（

』で「yacusocu

（
約
束
）」「qeiyacu

（
契
約
）」
を
類
義
語
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
と
も

に
現
代
語
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、『
日

葡
辞
書（

5
（

』
で
次
の
よ
う
に
、
二
語
共
に
全
く
同
じ
語
釈
を
施
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
（
日
本
語
訳
は
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
に
拠
る
）。

Y
acusocu.

（
約
束
）Prom

essa,ou,concerto.
 

（
約
束
、
あ
る
い
は
、
協
定
）

Q
eiyacu. （

契
約
）Prom

essa,ou,concerto.
 

（
約
束
、
あ
る
い
は
、
協
定
）

さ
ら
に
、『
羅
葡
日
対
訳
辞
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
語
例
が
認
め
ら

れ
る
。

Q
eiyacu suru,fazzuuo toru. 

（
契
約
す
る
、
ハ
ヅ
を
取
る
）

Fazer conserto. （
協
定
を
結
ぶ
）（339B21 ico

）

Y
acusocu l,qeiyacu suru.

（
約
束
、
あ
る
い
は
、
契
約
す
る
）

Prom
eter.

（
約
束
す
る
）（519B23 offero

）

Fazu,l,qeiyacuni ataru coto.

（
ハ
ズ
、
あ
る
い
は
、
契
約
に
当

た
る
こ
と
）Cousa de concerto.

（
協
定
の
こ
と
）

 

（538B46 pactitius

）

　

右
に
見
ら
れ
る
よ
う
に「
契
約
」を
中
間
項
と
し
て「
約
束
」「
ハ
ヅ（
ハ

ズ
）」
は
同
義
語
と
し
て
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三
語
に
共
通
す

る
意
味
は
、
現
代
語
の
「
取
り
決
め
」
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
私
的
な
関
係
に
お
い
て
は
「
約
束
」
の
意
味
と
な
り
、
公
的
な
場

面
に
お
い
て
は
、『
職
原
鈔
私
記
』
の
用
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
軌
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範
・
道
理
・
通
例
」
の
意
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ヅ
は
原
義
「
取
り

決
め
」
か
ら
「
軌
範
・
道
理
・
通
例
」
の
意
味
を
派
生
し
、「
ハ
ヅ
（
ゾ
）」

の
「
当
然
用
法
」
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
近
世
前
期
の
「
ハ
ヅ
」
の
用
法

　

前
節
で
は『
周
易
集
註
鈔
』（
一
六
六
一
年
）に
先
立
つ
抄
物
と
し
て『
職

原
鈔
私
記
』（
一
六
四
八
年
）
が
あ
り
、
ハ
ヅ
27
例
は
お
お
む
ね
「
当
然

用
法
」
に
属
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
次
に
『
論
語
集
註
抄
』（
一
六
六
九
年
）

を
取
り
上
げ
る
。
全
二
〇
巻
で
あ
る
が
、
拙
蔵
本
は
後
半
の
一
〇
巻
し
か

存
せ
ず
、
ま
だ
全
巻
を
調
べ
る
機
会
を
得
て
い
な
い
。
ベ
シ
の
後
身
ウ
ズ

は
『
職
原
鈔
私
記
』
に
現
わ
れ
ず
、
こ
の
『
論
語
集
註
抄
』
も
「
ア
ラ
ウ

ズ
（
一
三
24
オ
）」
１
例
の
み
で
あ
る
。
ハ
ヅ
は
７
例
現
わ
れ
る
。
そ
れ

に
は
二
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
次
の
５
例
を
検
討
す
る
。

１ 

政
ヲ
ト
ツ
テ
天
下
ヲ
治
者
ハ
、
人
財
ヲ
ト
ラ
ス
ル
モ
、
人
ノ
国
ヲ
ト

リ
ア
ク
ル
モ
、
権
柄
其
身
ニ
自
由
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
猶
予
ス
ル
筈

ニ
テ
ハ
ナ
キ
ソ
。（
二
〇
13
オ
）

２ 

利
桓
子
ナ
ト
ハ
大
夫
ニ
テ
ア
レ
ハ
、
カ
ヤ
ウ
ノ
物
〔
＝
女
楽
〕
ナ
ト

ハ
見
物
ス
ル
ハ
ツ
ニ
テ
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
其
志
ウ
ス
キ
人
ナ
レ
ハ
、

微
服
ト
テ
道
服
ナ
ト
ヲ
ウ
チ
カ
キ
、
編
笠
ニ
シ
ノ
ヒ
テ
、
見
物
ニ
往

ク
ソ
。（
一
八
11
ウ
）

３ 

元
来
諫
ル
カ
道
理
チ
ヤ
ホ
ト
ニ
、
道
理
ニ
死
タ
ソ
。
道
理
ニ
死
タ
ル

ホ
ト
ニ
、
ウ
ラ
ミ
モ
悔
モ
少
モ
ナ
キ
ハ
ツ
ニ
テ
ア
ル
ソ
。
尤
ナ
ル
事

ソ
。（
一
八
１
ウ
）

４ 

道
理
ソ
ナ
ハ
リ
タ
ル
臣
下
ハ
、天
帝
モ
ヨ
ク
ヲ
ホ
シ
メ
ス
ハ
ツ
ナ
リ
。

道
理
ナ
キ
人
ハ
、
刑
罰
ヲ
加
ル
ハ
ツ
。
其
賞
罰
ハ
、
湯
王
ノ
手
ニ
ア

ル
ホ
ト
ニ
、
今
桀
ヲ
ウ
タ
ル
ヽ
ハ
、
天
帝
ヨ
リ
ウ
タ
レ
タ
モ
ノ
ソ
ト

ナ
リ
。（
二
〇
５
ウ
）

　

前
稿
で
は
、『
周
易
集
註
鈔
』（
一
六
六
一
年
刊
）
に
お
い
て
、
接
続
助

詞
「
ホ
ド
ニ
」
類
で
、
そ
う
判
断
す
る
根
拠
・
理
由
を
示
す
場
合
、「
ハ

ヅ
（
ゾ
・
ナ
リ
）」
は
「
必
然
用
法
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

前
節
で
は
、『
職
原
鈔
私
記
』（
一
六
四
八
年
）
に
は
、
接
続
助
詞
「
ホ
ド

ニ
」
を
含
む
用
例
が
３
例
認
め
ら
れ
る
が
、
意
味
的
に
「
当
然
用
法
」
と

考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
右
の
用
例
１
・
２
・
３
も
、「
ナ

レ
バ
」「
ホ
ド
ニ
」
で
判
断
の
根
拠
・
理
由
を
示
し
て
い
る
。
用
例
１
・
３

は
「
必
然
用
法
」
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
用
例
２
は
、「
見
物
ス
ル

ハ
ツ
ニ
テ
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
」
の
よ
う
に
逆
接
「（
ナ
ケ
レ
）
ト
モ
」
が
続

く
の
で
、「
本
来
な
ら
、
見
物
す
る
の
は
、
大
夫
と
い
う
身
分
か
ら
し
て

適
当
で
は
な
い
」
と
い
う
「
当
然
用
法
」
に
属
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
用
例
１
は
「
筈
」
と
い
う
「
当
て
字
」
を
用
い
て
い
る
が
、
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抄
物
類
に
お
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
初
出
例
で
あ
る
。

　

残
る
２
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

５ 

人
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
言
行
ト
モ
ニ
ソ
ロ
フ
ガ
ヨ
キ
ソ
。
シ
カ
ル
ニ
、
ム

サ
ト
云
イ
チ
ラ
シ
テ
、
ソ
ノ
言
ノ
、
以
来
、
ハ
ヅ
チ
ガ
イ
ニ
ナ
ル
ヲ

モ
、
怍
ト
モ
ヲ
モ
ハ
ヌ
人
ハ
、
必
ソ
ノ
行
ナ
イ
不
足
ナ
ル
ヘ
シ
。
是

ヲ
ヲ
コ
ナ
フ
ノ
カ
タ
シ
ト
ノ
玉
。
言
ト
合
カ
タ
シ
ト
云
心
ソ
。

 

（
一
四
31
オ
）

６ 

惣
別
言
行
ノ
二
ツ
ヲ
云
ニ
、
言
ハ
過
ヤ
ス
ク
、
行
ハ
不
足
ニ
ナ
リ
ヤ

ス
キ
ソ
。
サ
ル
ホ
ト
ニ
、
君
子
ハ
ム
サ
ト
モ
ノ
ヲ
云
テ
、
後
ニ
ハ
ヅ

チ
カ
イ
ニ
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恥
テ
、随
分
〳
〵
言
ハ
少
ク
タ
シ
ナ
ム
ソ
。

行
ハ
、
不
及
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
テ
、
常
々
ハ
ヤ
ク
ヲ
コ
ナ
フ
ソ
。

 
（
一
四
40
ウ
）

　

右
は
、
意
味
す
る
内
容
が
多
少
異
な
る
け
れ
ど
も
、「
言
行
不
一
致
」

を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
ハ
ヅ
チ
ガ
イ
」
と
称
す
る
。

　

こ
れ
は
、
山
口
堯
二
氏
の
取
り
上
げ
て
い
る
「
は
ず
が
あ
ふ
」
の
対
義

表
現
で
あ
り
、「
筈
違
ひ
」
と
表
記
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
仮
名
遣
い
は
本
来
「
ハ
ズ
（
チ
ガ
イ
）」
で
あ
る
が
、
ハ
ズ
・
ハ
ヅ

の
混
用
は
『
簠
簋
抄
』（
一
六
四
七
年
）
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。

ユ
ミ
七
尺
五
寸
ナ
レ
バ
、
三
寸
ハ
上
下
ニ
巻マ

ク

筈ハ
ツ

也
。
但
、
弓
ハ
ズ
ト

モ
ニ
七
尺
五
寸
欤
。（
上
27
オ
）

　

ま
た
、「
は
ず
が
あ
ふ
」
の
比
喩
的
表
現
は
『
碧
巌
集
古
鈔
』（
無
刊
記
）

に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る（

６
（。

〔
合
頭
語
〕
ハ
ハ
ズ
ノ
合
タ
ル
ヲ
云
死

（
マ
マ
（句

也
。（
五
11
ウ
）

　

用
例
５
・
６
の
「
ハ
ヅ
チ
ガ
イ
」
は
、
弓
・
矢
の
筈
と
弦
と
が
合
わ
な

い
こ
と
の
比
喩
表
現
と
捉
え
る
の
は
妥
当
で
あ
り
、「
は
ず
が
あ
ふ
」と「
は

ず
が
ち
が
ふ
」
と
は
対
義
関
係
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
前
稿
で
引

用
し
た
が
、『
日
葡
辞
書
』
で
は
、「
は
ず
を
あ
は
す
る
」
を
「Com

prir 
a prom

essa,&
 concerto. 

（
約
束
や
協
定
を
履
行
す
る
）」
と
解
釈
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、「
は
ず
が
ち
が
ふ
」
も
「D

iscrepar do concerto,ou 
prom

essa.

（
協
定
と
か
約
束
と
か
が
食
い
違
う
）」
と
語
釈
す
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
「
ハ
ズ
」
を
「
ハ
ヅ
」
と
同
様
に
「concerto

（
協
定
）」

の
意
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
ハ
ズ
は
「
筈
」
と
捉
え
る
の
が
適
当
で
あ

ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
ハ
ズ
を
「
筈
」
と
理
解
す
る
の
は
、「
は
ず
が
あ
ふ
」

と「
は
ず
が
ち
が
ふ
」と
い
う
比
喩
表
現
の
場
合
の
み
で
あ
り
、「
ハ
ヅ（
ハ

ズ
）」
の
意
義
用
法
一
般
を
「
筈
」
が
語
源
と
捉
え
る
こ
と
は
適
当
で
は

な
い
。
山
口
堯
二
氏
は
、
こ
の
「
は
ず
が
あ
ふ
」
の
「
比
喩
的
意
義
」
か

ら
「
段
取
り
・
予
定
、
約
束
な
ど
の
意
」、
さ
ら
に
「
一
般
規
制
的
な
物

事
の
筋
道
・
道
理
な
ど
の
意
義
も
派
生
し
た
」
と
さ
れ
る
が
、
行
論
に
無

理
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
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菅
由
美
子
氏
も
「
軍
記
物
が
多
数
出
現
し
た
中
世
期
に
「
は
ず
」
は
一

般
的
な
こ
と
ば
と
な
り
、
や
が
て
も
と
も
と
の
「
は
ず
」
の
意
味
か
ら
連

想
さ
れ
る
抽
象
的
な
概
念
を
表
す
よ
う
に
な
る
」
と
説
明
さ
れ
る
が
、
も

と
も
と
の
「
筈
」
の
意
味
か
ら
「
連
想
さ
れ
る
」
抽
象
的
な
概
念
と
は
何

な
の
か
、
説
明
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
近
世
前
期
の
ハ
ヅ
の
用
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
右
の
３
文
献
に

限
ら
れ
る
。
一
六
〇
〇
年
代
の
抄
物
類
は
、
下
段
に
示
す
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
表
の
「
成
立
年
」
は
刊
記
の
ほ
か
序
・
跋
に
拠
る
。「
文
体
」
は

文
末
終
止
が
ナ
リ
体
か
ゾ
体
か
を
示
す
。「
ナ
リ
・
ゾ
」
と
あ
る
の
は
、

程
度
の
差
は
あ
れ
、
い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
。
た
だ

し
、
ゾ
体
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ナ
リ
は
ま
ま
現
わ
れ
る
。

全
て
の
文
献
に
ベ
シ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
表
の
「
ベ
シ
・
ウ
ズ
」
で
、

ウ
ズ
と
あ
る
の
は
、
ベ
シ
が
優
勢
で
あ
る
が
、
ウ
ズ
も
現
わ
れ
る
こ
と
を

示
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
献
に
ハ
ヅ
は
現
わ
れ
な
い
。
大
き
な
理
由
と
し
て
は
、
ハ

ヅ
の
意
味
領
域
を
包
含
す
る
ベ
シ
・
ウ
ズ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
。
た
だ
し
、
ベ
シ
は
文
章
語
と
し
て
依
然
優
勢
で
あ
る
が
、
室
町
期
に

多
用
さ
れ
て
い
た
ウ
ズ
は
退
潮
が
著
し
く
、
一
般
に
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

書
名

成
立
年

文
体

ベ
シ
・
ウ
ズ

巵
言
抄

一
六
二
〇
年
ナ
リ

ベ
シ

臨
済
録
鈔

一
六
三
二
年
ナ
リ
・
ゾ

ウ
ズ

大
慧
普
覚
禅
師
書
抄
一
六
三
四
年
ナ
リ
・
ゾ

ウ
ズ

燈
前
夜
話

一
六
三
五
年
ナ
リ
・
ゾ
ベ
シ

碧
巌
集
鈔

一
六
四
一
年
ナ
リ
・
ゾ

ウ
ズ

六
物
図
採
摘

一
六
四
二
年
ゾ

ベ
シ

荘
子
抄

一
六
四
五
年
ナ
リ
・
ゾ

ウ
ズ

簠
簋
抄

一
六
四
七
年
ナ
リ

ベ
シ

錦
繍
段
鈔

一
六
四
八
年
ゾ

ベ
シ

庭
訓
往
来
抄

一
六
五
五
年
ナ
リ

ベ
シ

中
臣
祓
瑞
穂
鈔

一
六
六
六
年
ナ
リ

ベ
シ

卜
筮
元
亀
鈔

一
六
六
六
年
ナ
リ
・
ゾ

ウ
ズ

孝
経
大
義
講
草
鈔

一
六
六
九
年
ナ
リ

ベ
シ

和
漢
朗
詠
集
註

一
六
七
一
年
ナ
リ

ベ
シ

神
代
巻
講
述
鈔

一
六
七
二
年
ナ
リ
・
ゾ
ベ
シ

格
致
余
論
諺
解

一
六
九
六
年
ナ
リ

ベ
シ
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こ
れ
ま
で
に
見
て
来
た
ハ
ヅ
の
意
味
用
法
か
ら
考
え
て
、
ハ
ヅ
に
置
換

し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ベ
シ
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
参
考
と
し
て
、
対
応
す
る
ハ
ヅ
の
用
例
を
示
す
（
次
節
で
挙
げ
る

文
献
も
含
む
）。

７ 

縦
ヘ
バ
、
君
臣
父
子
貴
賤
上
下
ノ
品
／
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
時
ニ
ヨ

リ
、
事
ニ
ヨ
リ
、
人
ニ
ヨ
リ
テ
、
一
様
ニ
有
ベ
カ
ラ
ズ
。

 

（
巵
言
抄　

上
４
オ
／
ウ
）

cf. 

始
ニ
比
ス
ル
ニ
、
誠
ガ
無
キ
ナ
ラ
ハ
、
終
ニ
吉
ガ
ア
ル
ハ
ヅ
ハ
ナ
イ

ソ
。（
周
易
集
註
鈔　

四
21
オ
）

８ 

亡　
　
スレ

呉
　
　
ヲ

功
ハ
、
西
施
ニ
テ
コ
ソ
ア
ル
ヘ
ケ
レ
、
范
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。

 

（
燈
前
夜
話　

下
35
オ
）

cf. 

軍ク
ン
サ
ウ曹

ハ
、
武フ

ユ
フ勇

ニ
堪タ

ヘ

タ
ル
人
ヲ
コ
ソ
可
レ

補
ハ
ツ
ナ
レ
。
…
文
官
ノ

公
卿
ノ
武
官
ヲ
請
ハ
ル
ヽ
ハ
ア
シ
イ
ソ
。

 

（
職
原
鈔
私
記　

下
末
23
ウ
）

９ 

出
異
ト
ハ
、
我
徳
ヲ
ケ
ス
ヘ
キ
ヲ
、
ヱ
ケ
サ
ス
シ
テ
、
乖
異
シ
テ
、

外
ニ
徳
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
ニ
ヨ
テ
也
（
荘
子
抄　

一
〇
12
ウ
）

cf. 

大
納
言
ヨ
リ
上
ヘ
ア
ケ
ヌ
ハ
ツ
ヲ
、
准
大
臣
ニ
任
ス
ル
事
、
近チ

カ
コ
ロ比

無ム
ネ
ン念

ノ
事
也
。（
職
原
鈔
私
記　

上
本
４
オ
）

10 

十
年
モ
二
十
年
モ
他
国
ニ
イ
テ
ノ
チ
ニ
、
本
国
故
郷
ニ
帰
テ
、
ア
ナ

タ
コ
ナ
タ
ヲ
見
マ
ワ
ル
ト
キ
ハ
、暢
然
ト
シ
テ
悦
ソ
。…
／
…
况
ヤ
、

前
ニ
ミ
シ
人
ヲ
ミ
、
前
ニ
キ
ヽ
シ
人
ヲ
キ
イ
テ
ハ
、
ウ
レ
シ
カ
ル
ヘ

キ
ナ
リ
。（
荘
子
抄　

八
26
オ
）

cf. 

豫
楽
ノ
極
ナ
ラ
バ
、
君
子
ナ
リ
ト
モ
戒
懼
セ
ズ
ン
バ
悪
カ
ラ
ン
ニ
、

況
ヤ
陰
ニ
テ
／
ハ
昏
冥
ス
ル
ハ
ツ
ソ
。

 

（
周
易
集
註
鈔　

七
９
ウ
／
10
オ
）

11 

天　

　

ツ
神
地
祇
ヲ
軽
忽
シ
、
謙
退
ノ
心
ナ
ク
ハ
、
迷
雲
晴
ル
時
ナ
ク
、
必

ス
天
災
ア
ル
ヘ
シ
。（
中
臣
祓
瑞
穂
鈔　

下
12
オ
）

cf. 

才
賀
ノ
剛
ナ
ル
者
ガ
中
道
ニ
不
レ

居
ト
キ
ハ
、
必
ズ
訟
ス
ル
ハ
ヅ
ソ
。

 

（
周
易
集
註
鈔　

三
37
オ
）

12 

既　
　
ニ

犯
ヲ
カ
サ
ル
ト
キ
ハレ

病　
　
ニ、則　
　
ミ謹

守　
　
　
リテ

、養
生
ス
ベ
キ
ニ
、彼

　
　
ノ

愚　
　
ノ昧

人
ノ
如
ハ
、

只
恬ヤ

ス
シト

シ
テ
、
病
中
怪
異
ニ
シ
テ
、
謹　

　
ムベ

シ
ト
云
コ
ト
ヲ
不
レ

知
。

 

（
格
致
余
論
諺
解　

四
９
オ
）

cf. 

御ダ

ツ

シ
脱
屣
ノ
後
カ
ラ
ハ
、天
命
ニ
安
シ
テ
閑
居
ナ
サ
ル
ヽ
ハ
ズ
ジ
ャ
ニ
、

サ
ハ
ナ
ウ
テ
、
軍
兵
ヲ
ア
ツ
メ
、
軍
立
ノ
セ
ワ
バ
カ
リ
ヲ
務ツ

ト

メ
ナ
サ

ル
ヽ
。（
保
建
大
記
打
聞　

二
15
ウ
）

　

同
様
に
、
ハ
ヅ
に
置
換
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ウ
ズ
に

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

13 
廿
年
カ
間
辛
苦
シ
テ
、
大
悟
セ
ラ
レ
タ
ホ
ト
ニ
、
多
少
ノ
奇
特
ノ
語

カ
ア
ラ
ウ
ス
ト
思
タ
レ
ハ
…
（
碧
巌
集
鈔　

一
23
オ
）

cf. 

志
定
ル
ト
キ
ハ
、
僭　

　
シレ

上
　
　
ヲ

害
レ

下
ノ
コ
ト
ナ
キ
ホ
ト
ニ
、
天
下
ハ
治
ル
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ハ
ヅ
ソ
。（
周
易
集
註
鈔
五
３
ウ
）

14 
本
智
ナ
ラ
ハ
、
当
則
ヲ
承
当
セ
フ
ス
ホ
ト
ニ
、
許
ス
也
。

 

（
碧
巌
集
鈔　

一
12
ウ
）

cf. 

乾
ノ
徳
ア
リ
テ
、
需
テ
行
ナ
ラ
ハ
、
利
ヲ
得
ル
ハ
ヅ
ソ
。

 

（
周
易
集
註
鈔　

三
17
オ
）

15 

證
ヲ
改
テ
、
具
ト
シ
タ
ラ
ハ
、
好
カ
ラ
ウ
ス
カ
、
訳
者
ノ
訛
ト
見
ヘ

タ
ソ
。（
大
慧
普
覚
禅
師
書
抄　

四　

34
オ
）

cf. 

此
ノ
四
卦
イ
ツ
レ
モ
元
亨
ト
彖
ニ
ア
ラ
ン
ハ
ヅ
ガ
、
升
ニ
バ
カ
リ
大

亨
ト
ア
ル
ハ
、
誤
ニ
テ
ア
ラ
ン
ソ
。（
周
易
集
註
鈔　

六
13
ウ
）　

16 

先
ツ
荷
葉
ト
コ
ソ
答
フ
ズ
ニ
、
蓮
華
ト
答
タ
ハ
、
倒
マ
チ
ヤ
ト
邪
解

ス
ル
ソ
。（
碧
巌
集
鈔　

三
４
ウ
）

cf. 

足
ハ
下
ニ
出
テ
身
ヲ
助
ル
筈
ノ
者
ナ
ル
ニ
、
背
ノ
上
エ
出
ル
ハ
、
孝

王
上
朝
廷
ノ
法
ヲ
犯
シ
、
天
子
ノ
意
ニ
背ソ

ム
クノ

象
ナ
リ
。

 

（
補
註
蒙
求
国
字
解　

五
52
ウ
）

　

以
上
、
近
世
前
期
に
お
い
て
、『
職
原
鈔
私
記
』『
周
易
集
註
鈔
』『
論

語
集
註
抄
』
に
は
ハ
ヅ
の
用
例
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
抄
物
に
は

用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
ベ
シ
・
ウ
ズ
が
ハ
ヅ
の
意
味
領
域
を
覆

う
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
因
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
。

四
　
近
世
後
期
の
「
ハ
ヅ
」
の
用
法
（
一
）

　

次
に
、
近
世
後
期
一
七
〇
〇
年
代
の
ハ
ヅ
の
用
法
を
、
主
と
し
て
国
字

解
類
の
用
例
に
基
づ
き
分
析
し
て
行
き
た
い
。
ま
ず
、
ハ
ヅ
に
つ
い
て
当

時
の
語
学
書
で
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
説
明
す
る
。

　

す
で
に
山
口
堯
二
氏
・
劉　

相
溶
氏
に
よ
っ
て
引
用
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
富
士
谷
成
章
は
、「
べ
し
（
可
）」
は
「
里
言
」
の
「
は
ず
」
に
当
た

る
と
し
て
『
あ
ゆ
ひ
抄
（
一
七
七
三
年　

拙
蔵
６
冊
本
に
拠
る
）』
で
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
（
符
号
は
適
宜
改
め
る
）。

［
は
ず
］
と
い
ふ
詞
は
、
弓
の
は
す
の
あ
ふ
事
よ
り
い
ひ
そ
め
た
る

に
や
、
せ
は
き
詞
に
て
［
は
ず
］
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
み
な
［
可
］
に

あ
た
れ
と
も
、［
可
］
は
［
は
ず
］
に
あ
た
ら
ぬ
所
お
ほ
し
。

 

（
四
３
ウ
）

［
へ
か
り
け
り
］［
へ
か
り
け
る
］［
へ
か
り
け
れ
］
の
類
は
、
こ
と

に
［
は
ず
］
と
い
ふ
里
言
よ
く
あ
た
り
て
き
こ
ゆ
。［
へ
く
あ
り
］

の
心
を
よ
く
得
た
れ
は
な
り
。（
四
４
オ
）

　

右
で
注
目
す
べ
き
は
、「
べ
し
」
と
比
較
し
て
「
は
ず
」
は
「
せ
は
（
狭
）

き
詞
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
べ
し
」
の
意
味
領
域
の

全
て
を
「
は
ず
」
は
覆
っ
て
い
な
い
と
言
う
意
味
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
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「
可
能
」「
意
志
」「
命
令
」
な
ど
は
表
わ
さ
な
い
）。
具
体
的
に
は
、
ベ

シ
を
「
へ
し
や
は
（
ハ
ズ
カ
ヤ
）」「
ぬ
へ
し
や
は
（
テ
シ
マ
フ
ハ
ズ
カ
ヤ
）」

「
へ
き
に
（
ハ
ズ
ヂ
ヤ
ニ
）」「
へ
か
り
け
り
（
ハ
ズ
デ
ア
ル
物
ヂ
ヤ
）」「
へ

か
り
け
る
（
ハ
ズ
デ
ア
ル
コ
ト
ヂ
ヤ
）」
の
よ
う
に
置
換
し
て
い
る
。［
へ

か
り
（
け
り
・
け
る
・
け
れ
）］
を
［
へ
く
・
あ
り
］
に
還
元
し
た
上
で
、

「
へ
く
（
＝
ハ
ズ
）
あ
り
（
＝
デ
ア
ル
）
物
ヂ
ヤ
・
コ
ト
ヂ
ヤ
」
と
解
釈

し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

　
［
べ
し
］
が
「
は
ず
」
に
当
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
、『
あ

ゆ
ひ
抄
』
に
先
行
し
て
『
文
家
必
用（

7
（

（
一
七
一
六
年
）』
に
次
の
説
明
が

見
ら
れ
る
。

応ベ
シ　

ハ
ヅ
ト
云
辞
ニ
ア
タ
ル
也
。
応
二

是
人
参
五
葉
斉
一

ト
云
時
ハ
斉

ヒ
ト
シ

キ
ハ
ヅ
ジ
ヤ
ト
云
コ
ト
ナ
リ
…
／
唐
詩
ニ
也マ

タ

知　
　
ル

郷
信
日　

　
ニ

応ベ
シ

レ

疎
　
　
カ
ルト

云
モ
日ヒ

ヽ

ニ
疎ウ

ト

キ
ハ
ヅ
ジ
ヤ
ト
知　

　
ツタ

ト
云
コ
ト
也
。（
上
６
オ
／
ウ
）

合ベ
シ　

与ト
二

応―
ノ

字　
　
シ

一

同　

鄭
獬
ガ
詩
ニ
黄　

　
ハ金

只
合ヘ

キ
ニレ

鋳　

　

ヲ

二

西
施
一

ト
云
ハ
西

施
ヲ
鋳イ

ル
ハ
ヅ
ジ
ヤ
ト
云
コ
ト
也
。
文
公
家
礼
ニ
合ヘ

キ
ノレ

用
　
　
ユ

之
物
ト
ア

ル
ハ
用
ル
ハ
ヅ
ノ
器
ト
云
コ
ト
也
。（
上
６
ウ
）

　

ハ
ヅ
が
「
べ
し
（
可
・
応
・
合
）」
の
意
に
当
た
る
こ
と
を
指
摘
し
た

語
学
資
料
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
初
出
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
右
の
「
黄
金　

　
ハ

只
合ヘ

キ
ニレ

鋳
二

西
施　

　
ヲ

一

」
の
用
例
に
つ
い
て
、『
燈

前
夜
話
（
一
六
三
五
年
）』
に
次
の
説
明
が
見
ら
れ
る
。

黄
金
只
合　

　
シレ

鋳　
ル

二

西
施
一

…
合
ノ
字
ヲ
ヘ
シ
ト
云
ハ
、
ベ
キ
ニ
ト
云
時

ニ
用
ル
字
ナ
リ
。
今
ノ
詩
ノ
意
ハ
、
ヘ
キ
ニ
ノ
義
ナ
リ
。
西
施
ヲ
コ

ソ
イ
ル
ヘ
キ
ニ
、何
ソ
范
ヲ
イ
ン
ヤ
ト
議
論
シ
テ
作
タ
ソ
。（
下
35
オ
）

　

右
は
、
漢
文
の
助
辞
「
合
」
は
、「
ベ
キ
ニ
ト
云
時
ニ
用
ル
字
ナ
リ
」

と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
西
施
の
姿
を
鋳
る
の
が
当
然
で
あ
る

の
に
」
の
意
で
あ
り
、
そ
れ
を
『
文
家
必
用
』
で
は
「
西
施
ヲ
鋳
（
イ
）

ル
ハ
ヅ
ジ
ヤ
」
と
和
ら
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ハ
ヅ
は
「
当
然

用
法
」
に
属
す
る
。
富
士
谷
成
章
も
「
へ
き
に
」
を
「
ハ
ズ
ヂ
ヤ
ニ
」
に

置
換
し
て
い
る
の
は
、『
文
家
必
用
』
の
解
釈
と
一
致
す
る
。

　

な
お
、
本
居
宣
長
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
も
ハ
ヅ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

劉　

相
溶
氏
に
詳
し
い
分
析
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
る
。

五
　
近
世
後
期
の
「
ハ
ヅ
」
の
用
法
（
二
）

　

具
体
例
の
分
析
に
移
る
。
近
世
後
期
の
国
字
解
類
と
し
て
は
、
次
の
文

献
を
取
り
上
げ
る
。『
保
建
大
記
打
聞（

8
（

』『
操
觚
随
意
鈔
』
は
「
国
字
解
」

で
は
な
い
が
、
抄
物
と
し
て
加
え
て
お
く
。

『
保
建
大
記
打
聞
』（
一
七
一
四
年
）
25　

例

『
操
觚
随
意
鈔
』　

（
一
七
三
六
年
）
５　

例
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『
滄
溟
尺
牘
国
字
解
』（
一
七
六
五
年
）
３　

例

『
補
註
蒙
求
国
字
解
』（
一
七
七
八
年
）
５　

例

『
唐
詩
選
国
字
解
』　

（
一
七
八
〇
年
）
18　

例
、

『
孔
子
家
語
国
字
解
』（
一
七
九
三
年
）
10　

例

　

右
の
合
計
66
例
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。『
操
觚
随
意
鈔
』『
滄
溟
尺
牘

国
字
解
』『
補
註
蒙
求
国
字
解
』は
ナ
リ
体
で
あ
り
、文
語
的
性
格
が
強
い
。

ハ
ヅ
の
用
例
数
の
少
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
か
と
思
わ
れ
る（

9
（

。
引
用
例
の

文
献
名
は
適
宜
略
称
を
用
い
る
。

　

ま
ず
、「
当
然
用
法
」
と
し
て
多
く
現
わ
れ
る
の
は
、
ハ
ヅ
に
逆
接
の

助
辞
・
接
続
詞
類
が
後
接
す
る
用
例
で
あ
る
。
ａ
「
ナ
レ
ド
モ　

４
例
」

ｂ
「（
ナ
ル
）
ニ　

８
例
」
ｃ
「（
ナ
ル
・
モ
ノ
）
ヲ　

２
例
」
ｄ
「
ガ　

１
例
」
ｅ
「
然
ル
ニ　

２
例
」
ｆ
「
意
味
上
の
逆
接　

２
例
」
の
計
19
例

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、『
保
建
大
記
打
聞
』
が
７
例
を
占
め
る
。

こ
れ
は
、
第
二
節
の
『
職
原
鈔
私
記
』
と
同
様
に
、
官
職
・
官
制
な
ど
の

軌
範
に
関
わ
る
記
述
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

１
ａ 

犯
ヲ
カ
シ
テ

二　
　
ヲ

牛
斗
一

…
牛
斗
モ
、
織
女
ト
イ
フ
ベ
キ
筈
ナ
レ
ド
モ
、
言
バ

ガ
拙
ク
ナ
ル
ユ
ヘ
、牛
斗
ト
置
タ
モ
ノ
ヂ
ヤ
。（
唐
詩
選　

五
６
ウ
）

２
ａ 

卞
人
ノ
泣
ハ
、
最
モ
哀
シ
イ
ハ
ツ
ナ
レ
ド
モ
、
ア
マ
リ
哀
ミ
過
ト

ツ
ヽ
キ
難
ヒ
モ
ノ
チ
ヤ
。（
孔
子
家
語　

一
〇
７
ウ
）

３
ｂ 

花　
　
タ
チ

山
先
二 

　

　

ニ

于
一
條
一
ト
ハ
、
円
融
帝
ノ
次
ニ
ハ
、
御
子
ノ
一
條
帝

コ
ソ
立
玉
ベ
キ
筈
ナ
ル
ニ
、
先

　
　
ツ

花
山
帝
ノ
立
玉
ヒ
シ
ハ
、
何
ト
ナ

レ
バ
、
花
山
ハ
円
融
ノ
兄
冷
泉
ノ
御
子
ナ
レ
バ
也
。

 

（
保
建
大
記　

一
32
ウ
）

４
ｂ 

高
楼
ニ
間
近
ク
、
花
ノ
咲
テ
ア
ル
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
、
ヲ
モ
シ
ロ
イ

ハ
ヅ
デ
ア
ル
ニ
、
…
心
ナ
ラ
ズ
遠
国
ヘ
キ
テ
ミ
ル
コ
ト
ユ
ヘ
、
ヲ

モ
シ
ラ
フ
ナ
ク
、却
テ
コ
ヽ
ロ
ヲ
イ
タ
メ
ル
。（
唐
詩
選　

五
22
オ
）

５
ｃ 

頼
朝
ナ
リ
ト
義
経
ナ
リ
ト
、義
理
ノ
是
当
ナ
ル
ヲ
御　

　
ケ助

ナ
サ
レ
テ
、

誰
ガ
何
ト
申
上
フ
ト
、
御　

　
リ
　
　
ケ

取
上
ナ
サ
レ
ヌ
ハ
ズ
ナ
ル
ヲ
、
利
欲
ニ

徇
ヒ
ナ
サ
レ
テ
、
…
コ
レ
ヲ
耻
ト
モ
曽
テ
思
召
サ
ヌ
ゾ
。

 

（
保
建
大
記　

三
37
オ
）　

類
例
（
保
建
大
記　

二
31
ウ
）

６
ｄ 

其
方
ト
モ
、
生
レ
立
ニ
死
ス
ベ
キ
ハ
ヅ
ノ
者
ナ
リ
シ
カ
、
刺
吏
王

濬
ノ
仁
政
ニ
テ
人
ト
成
リ
タ
リ
。（
蒙
求　

三
９
ウ
）

７
ｅ 

モ
シ
其
事
ヲ
得
ズ
ン
バ
、
セ
メ
テ
出
テ
ヽ
、
塗
ニ
ト
フ
ラ
フ
ベ
キ

ハ
ヅ
也
。
然
ル
ニ
、
二
ノ
モ
ノ
居
ナ
ガ
ラ
ス
タ
レ
タ
リ
ト
也
。

 

（
滄
溟
尺
牘　

中
32
オ
）
類
例
（
保
建
大
記　

三
31
オ
）

８
ｆ 

此
方
エ
送
リ
タ
ル
ハ
、
雄
釼
ノ
千
将
也
。
然
ラ
ハ
、
雄
釼
ノ
莫
矢

邪
有
ル
ベ
キ
筈
也
。
何
故
ニ
此
方
エ
送
リ
ツ
カ
ハ
サ
レ
ヌ
ゾ
ト
云

也
。（
蒙
求　

五
25
ウ
）
類
例
（
保
建
大
記　

三
33
ウ
）

　

逆
接
の
助
辞
・
接
続
詞
類
が
後
接
す
る
の
は
、
本
来
な
ら
そ
う
あ
る
べ
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き
事
態
と
現
実
の
状
態
と
が
齟
齬
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
た
め

で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
用
例
１
・
３
・
６
・
７
・
８
の
「
～
ベ
キ
ハ
ヅ
」

で
あ
る
。
こ
の
表
現
形
式
は
一
般
に
「
当
然
用
法
」
を
表
わ
す
と
考
え
て

良
い
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　

さ
て
、「
当
然
用
法
」
は
、
そ
う
判
断
す
る
根
拠
が
、「
軌
範
・
道
理
・

通
例
」
な
ど
に
基
づ
く
の
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
規
範
性
を
持
た
な
い
の

が
「
必
然
用
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
時
そ
の
場
で
の
状
況
判
断
に

基
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
判
断
す
る
根
拠
・
理
由
を
明
示
す
る
用
例

が
多
く
認
め
ら
れ
る
。ま
ず「
已
然
形
＋
バ（
11
例
）」・「
接
続
助
詞
類（
４

例
）」「
接
続
詞（
３
例
）」の
18
例
が
あ
る
。た
だ
し
、「
已
然
形
＋
バ
」は
、

用
例
10
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仮
定
（
反
実
仮
想
）
を
表
わ
す
用
例
も
あ

る
。９ 

オ
手
前
ハ
賢
人
ト
親
シ
ク
オ
交
リ
ナ
サ
ル
レ
バ
、
知
リ
ガ
タ
ヒ
コ
ト

ハ
ナ
ヒ
ハ
ヅ
ジ
ヤ
。
ソ
レ
ユ
ヘ
ニ
、
コ
ノ
コ
ト
ヲ
オ
問
ヒ
申
ス
ゾ
。

 

（
孔
子
家
語　

三
６
オ
）

10 

天
子
ノ
御
威
勢
ガ
ツ
ヨ
ケ
レ
バ
、
国
々
カ
ラ
献
ズ
ル
ハ
ツ
ノ
コ
ト
ナ

ル
ニ
、
ソ
ウ
ハ
ナ
ウ
テ
、
モ
ト
メ
ニ
ツ
カ
ワ
サ
ル
ヽ
ト
イ
フ
ハ
、
イ

コ
フ
ヲ
チ
タ
コ
ト
ヽ
、
訕
ル
キ
ミ
デ
戯
ト
置
タ
モ
ノ
デ
…

 

（
孔
子
家
語　

五
16
オ
）

11 

イ
ツ
ガ
春
ヤ
ラ
知
ラ
ネ
バ
、
梅
花
ノ
ヲ
ツ
ル
ヲ
モ
、
見
ル
ト
イ
フ
コ

ト
モ
ナ
イ
ハ
ツ
チ
ヤ
。（
唐
詩
選　

七
37
ウ
）

12 

イ
ツ
マ
デ
モ
鮑
叔
ヲ
ダ
マ
シ
テ
、
我
ハ
カ
リ
利
ヲ
ト
ツ
タ
。
サ
レ
ド

モ
、
鮑
叔
ハ
腹
ヲ
立
タ
ズ
シ
テ
、
管
仲
ハ
貧
乏
ヂ
ヤ
カ
ラ
ソ
ノ
ハ
ツ

ノ
コ
ト
ト
云
テ
、
中
ヨ
ク
交
タ
。（
唐
詩
選　

二
８
ウ
）

13 

コ
ノ
香
台
ノ
寺
ト
イ
フ
モ
ノ
ガ
、
世
間
ノ
情
ヲ
ハ
ナ
レ
タ
モ
ノ
ユ
エ

ニ
、
道
心
ガ
生
ズ
ル
ハ
ヅ
ヂ
ヤ
（
唐
詩
選　

五
５
ウ
）

14 

国
ノ
政
道
四
方
ノ
国
エ
通
達
シ
テ
、
礼
楽
共
ニ
マ
ジ
ハ
リ
行
ハ
ル
ヽ

ジ
ヤ
。
然
レ
ハ
、
武
王
ノ
諸
侯
ヲ
ナ
ツ
ケ
、
兆
民
ヲ
治
メ
給
ウ
コ
ト
、

大
武
ノ
楽
ノ
遅
ク
ナ
ル
モ
、
最
モ
其
ハ
ズ
ジ
ヤ
。

 

（
孔
子
家
語　

八
９
ウ
）

　

さ
ら
に
、
前
文
を
根
拠
と
す
る
も
の
（
４
例
）、
後
文
で
そ
の
根
拠
を

示
す
も
の
（
２
例
）
も
認
め
ら
れ
る
。

15 

灔
々
ト
月
影
ガ
波
ニ
シ
タ
ガ
イ
移
リ
テ
、
見
渡
ス
処
、
千
里
万
里
ホ

ド
ニ
見
エ
テ
ア
ル
。
何
レ
ノ
処
ノ
春
江
、
ド
コ
モ
カ
シ
コ
モ
明
月
ハ

ア
ル
筈
ヂ
ヤ
。（
何
処
春
江
無
二

明
月
一

）（
唐
詩
選　

 

二
21
ウ
）

16 

義
ヲ
曲カ

ネ尺
ニ
シ
テ
行
フ
故
ニ
、
性
ヲ
苦
シ
ム
ル
コ
ト
ガ
ナ
イ
。
寿
ヲ

以
テ
終
ル
モ
、
ソ
ノ
ハ
ヅ
ジ
ヤ
。（
孔
子
家
語　

一
38
ウ
）
類
例
（
孔

子
家
語　

九
24
オ　

蒙
求　

二
６
オ
）

17 

寒
イ
ハ
ズ
チ
ヤ
。
時
ト
云
ヘ
ハ
、
十
二
月
ナ
リ
。
日
ハ
十
五
日
ナ
リ
。

（
唐
詩
選　

一
18
オ
）
類
例
（
唐
詩
選　

六
４
ウ
）
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「
必
然
用
法
」
の
第
二
の
特
徴
は
、「
ハ
ヅ
（
ヂ
ヤ
」
を
含
む
句
・
文
を

根
拠
と
し
て
、
順
接
の
関
係
で
後
句
・
文
に
繋
ぐ
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
当
然
用
法
」
の
場
合
、
逆
接
の
助
辞
・
接
続
詞
類
が
後
接
し
た
の
と
対

照
的
で
あ
る
。「
ナ
レ
バ
（
２
例
）」「
～
カ
ラ
（
１
例
）」「
ソ
レ
ユ
エ
（
ニ
）

（
２
例
）」
が
認
め
ら
れ
る
。

18 

実マ
コ
トニ

身シ
ン
ミ
ャ
ウ命

ヲ
オ
シ
マ
ズ
、
修
行
ス
ル
心
カ
ラ
ハ
、
難ナ

ン

ニ
ア
フ
時
ハ
、

猶ナ
ヲ

以
テ
勤ツ

ト
ムル

筈ハ
ヅ

ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
此コ

ノ

法
皇ワ

ウ

ノ
御
行
法
、
タ
ト
ヘ
ン
方

ナ
ク
、
ア
リ
ガ
タ
シ
。（
操
觚　

一
９
オ
）
類
例
（
唐
詩
選　

五
５
ウ
）

19 

隠
者
ナ
レ
バ
、世
間
ヘ
ハ
出
ヌ
ハ
ヅ
ヂ
ヤ
カ
ラ
、此
山
中
ニ
イ
ラ
ル
ヽ

デ
有
フ
ト
思
ヘ
ド
モ
、
雪
深
フ
シ
テ
、
ド
コ
ニ
イ
ラ
ル
ヽ
ヤ
ラ
知
レ

ヌ
。（
唐
詩
選　

六
14
オ
）

20 

李
滄
溟
カ
序
ヲ
カ
イ
テ
、
蒋
仲
舒
ガ
注
解
シ
タ
唐
詩
選
ト
云
カ
ア
ル

ガ
、
コ
レ
ハ
モ
ト
注
ハ
ナ
イ
ハ
ヅ
チ
ヤ
。
ソ
レ
ユ
エ
、
白
文
ノ
唐
詩

選
ヲ
用
ユ
ル
。（
唐
詩
選　

一
１
オ
）
類
例
（
用
例
７
）

　

用
例
18
は
、
ハ
ヅ
の
前
後
を
順
接
「
カ
ラ
ハ
・
ナ
レ
バ
」
で
挟
ん
で
い

る
点
が
、「
必
然
用
法
」
の
典
型
的
な
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、

文
脈
上
、
順
接
の
関
係
で
続
く
用
例
も
認
め
ら
れ
る
。

21 

兄
ニ
サ
ヘ
如ク
レ

此
（
＝
冷
酷
）
ナ
ル
カ
ラ
ハ
、
御
恩
ガ
万
民
ヘ
ユ
キ

ワ
タ
ラ
フ
様
ガ
ナ
イ
。
コ
レ
デ
ハ
、
天
モ
禍
ヲ
降
シ
ナ
サ
ル
ヽ
外
ハ

ナ
イ
ハ
ズ
ゾ
。
天
下
ノ
乱
レ
タ
ル
ハ
ア
タ
リ
前
ゾ
。

 

（
保
建
大
記　

二
34
オ
）

　

以
上
、
国
字
解
類
を
資
料
と
し
て
ハ
ヅ
の
用
例
を
見
て
来
た
。
近
世
前

期
の
『
職
原
鈔
私
記
』
は
「
当
然
用
法
」
が
多
数
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

近
世
後
期
の
国
字
解
類
は
「
必
然
用
法
」
の
方
が
や
や
優
勢
で
あ
る
と
結

論
づ
け
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
風
来
山
人
の
口
語
訳
で
知
ら
れ
る
『
刪
笑
府（

（1
（

』（
一
七
六
九
年
）

に
は
ハ
ヅ
が
４
例
現
わ
れ
る
。
当
時
の
口
語
と
し
て
の
ハ
ヅ
の
用
法
を
反

映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
最
後
に
引
用
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

22 

セ
ツ
シ
ヤ
ト
モ
ヒ
キ
コ
シ
マ
ス
。
キ
サ
マ
カ
ネ
テ
フ
ル
マ
ウ
ハ
ヅ
ユ

ヱ
（
＝
約
束
だ
か
ら
）、
ワ
ザ
〳
〵
タ
ベ
ニ
マ
イ
ツ
タ
。
イ
ツ
デ
ゴ

ザ
ル
。（
４
オ
）
原
義

23 

ア
ニ
イ
タ
ヽ
カ
レ
ル
ハ
ヅ
ジ
ヤ
（
＝
尤
も
だ
）。
カ
ヽ
サ
マ
ノ
シ
ヌ

ル
ト
云
ヲ
キ
イ
テ
、
ナ
キ
ハ
セ
イ
デ
ワ
ラ
ウ
タ
モ
ノ
。（
10
オ
）

 

必
然
用
法

24 

ワ
タ
ク
シ
ハ
、
イ
ツ
カ
ウ
ヲ
イ
ダ
サ
レ
テ
、
ソ
ト
ニ
バ
カ
リ
ヲ
リ
マ

ス
レ
ハ
、
ゾ
ン
ジ
マ
シ
ヤ
ウ
ハ
ヅ
（
＝
承
知
し
て
い
る
わ
け
）
ガ
ゴ

ザ
リ
マ
セ
ヌ
。
必
然
用
法
（
体
言
）

25 

色　
　
ノ

害　
　
レ
リ勝

レ

酒
　
　
ニ

還　
　
テ

宜　
　
ク

二

首ト
シ
テ

戒　
　
ム

一　

ダ
イ
イ
チ
ニ
ツ
ヽ
シ
ム
ベ
キ
ハ
ヅ

也
（
＝
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。（
17
オ
）
当
然
用
法

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
の
要
旨
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
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一 　

近
世
前
期
の
抄
物
と
し
て
、『
周
易
集
註
鈔
』
に
先
立
つ
『
職
原

鈔
私
記
』（
一
六
四
八
年
）
に
は
ハ
ヅ
が
27
例
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

意
味
用
法
は
「
当
然
用
法
」
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
る
。

二 　
『
羅
葡
日
対
訳
辞
書
』
に
拠
れ
ば
、
ハ
ヅ
は
類
義
語
「
契
約
」
を

介
し
て
「
約
束
」
と
結
び
付
く
。
三
語
に
共
通
す
る
意
味
は
「
取
り

決
め
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
的
な
関
係
に
お
い
て
は
「
約
束
」

の
意
味
と
な
り
、
公
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、「
軌
範
・
道
理
・
通
例
」

の
意
味
と
な
る
。
後
者
か
ら
、
ハ
ヅ
の
「
当
然
用
法
」
が
派
生
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三 　
『
論
語
集
註
抄
』（
一
六
六
九
年
）
に
は
言
行
不
一
致
を
意
味
す
る

「
ハ
ヅ
チ
ガ
ヒ
（
筈
違
ひ
）」
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
筈
が
合

ふ
・
違
ふ
」
の
比
喩
的
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
筈
」

の
比
喩
的
な
意
味
が
派
生
拡
大
し
て
「
は
ず
（
だ
）」
に
な
っ
た
と

は
考
え
難
い
。

四 　

近
世
後
期
の
抄
物
と
し
て
、『
唐
詩
選
国
字
解
』（
一
七
八
〇
年
）

を
始
め
と
す
る
「
国
字
解
」
類
が
あ
り
、
ハ
ヅ
の
用
例
が
66
例
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
用
法
は
「
必
然
用
法
」
が
多
数
を
占
め
る
。
す
な
わ

ち
、
近
世
前
期
に
見
ら
れ
た
「
当
然
用
法
」
の
「
当
為
」
と
い
う
拘

束
性
が
薄
れ
、「
必
然
用
法
」
へ
と
用
法
が
拡
大
発
展
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

五 　

従
来
の
「
筈
」
を
語
源
と
考
え
る
「
は
ず
だ
」
の
用
法
の
説
明
に

は
無
理
が
あ
る
。
ハ
ヅ
の
「
取
り
決
め
→
軌
範
・
道
理
→
当
然
用
法

→
必
然
用
法
」
と
い
う
変
遷
を
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
。

［
注
］

（
１
） 

次
の
諸
論
文
を
参
照
し
た
。以
下
、各
氏
の
御
高
論
の
引
用
は
左
の
論
文
に
拠
る
。

 

佐
田
智
明
氏
「「
は
ず
」
と
「
つ
も
り
」」（『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要　

10
号
』

一
九
七
四
年
）

 

原
田
富
美
氏
・
小
谷
博
泰
氏
「「
は
ず
」
の
現
代
と
近
世
」（『
甲
南
大
學
紀
要　

文
学
編　

91
号
』
一
九
九
三
年
）

 

劉　

相
溶
氏
「
形
式
名
詞
「
ハ
ズ
」
の
意
味
転
成
―
洒
落
本
を
中
心
に
―
」（『
専

修
国
文　

67
号
』
二
〇
〇
〇
年
九
月
）

 

山
口
堯
二
氏
『
助
動
詞
史
を
探
る
』（
二
〇
〇
三
年　

和
泉
書
院
）
第
九
章
「「
は

ず
だ
」
の
成
立
」

 

菅
由
美
子
氏
「
近
世
期
資
料
に
み
る
「
は
ず
」
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
化
」（『
日
本
語
文

法
』
二
〇
〇
四
年
九
月
）

（
２
） 

拙
蔵
本
に
拠
る
。
高
羽
五
郎
氏
「
抄
物
小
系
」
本
・
複
製
本
も
参
照
し
た
。
以
下
、

抄
物
関
係
の
引
用
は
、
拙
蔵
本
ま
た
は
「
抄
物
小
系
」
本
・
複
製
本
に
拠
る
。

（
３
） 

篠
崎
一
郎
氏
「「
ハ
ズ
」
の
意
味
に
つ
い
て
」（『
日
本
語
教
育
』
一
九
八
一
年
六
月
）

43
頁
。

 
因
み
に
、
柏
本
吉
章
氏
「
英
語
法
助
動
詞
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
」（
澤
田
治
美
氏
編
『
ひ

つ
じ
意
味
論
講
座
４ 

モ
ダ
リ
テ
ィ
Ⅱ
：
事
例
研
究
』
二
〇
一
二
年　

ひ
つ
じ
書

房　

所
収
）
に
次
の
説
明
が
あ
る
。

英
語
の
法
助
動
詞
に
は
、
根
源
的
（root

）・
認
識
的
（epistem

ic

）
と
い
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う
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
二
分
法
に
基
づ
い
た
２
つ
の
意
味
系
統
が
あ
り
、
そ
の
研

究
は
常
に
２
種
類
の
意
味
の
対
立
を
念
頭
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。（
３
頁
）

 

「m
ust

」に
つ
い
て
言
え
ば
、根
源
的
意
味
は「
義
務（
～
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）」、

認
識
的
意
味
は
「
論
理
的
必
然
性
（
～
に
ち
が
い
な
い
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
は
ず
（
だ
）」
は
、「
当
然
用
法
」
が
「
根
源
的
（root

）」
に
、「
必
然
用
法
」

が
「
認
識
的
（epistem

ic

）」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
を
区
別
す
る

研
究
上
の
必
要
性
は
柏
本
氏
の
言
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、「
は
ず
（
だ
）」
に

関
し
て
は
「
対
立
」
よ
り
は
「
連
続
」
す
る
面
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

（
４
） 

岸
本
恵
実
氏
解
説
・
三
橋
健
氏
書
誌
解
題
『
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
本
羅
葡
日
対
訳
辞

書
』（
二
〇
一
七
年　

清
文
堂
複
製
）
福
島
邦
道
氏
・
三
橋
健
氏
解
題
『
羅
葡
日

対
訳
辞
書
』（
一
九
七
九
年　

勉
誠
社O

xford Bodleian Library

所
蔵
本
複
製
）

に
拠
る
。
語
の
検
索
は
、
豊
島
正
之
氏
編
『
対
訳
ラ
テ
ン
語
語
彙
集
（http

：//
joao-rois.jp/LGR/

）』
の
恩
恵
を
受
け
た
。
翻
字
に
関
し
て
は
、
金
沢
大
学
法

文
学
部
国
文
学
研
究
室
編
『
ラ
ホ
日
辞
典
の
日
本
語　

本
文
篇
索
引
篇
』

（
二
〇
〇
五
年　

勉
誠
出
版
）
を
参
考
に
し
た
。

（
５
） 

月
本
雅
幸
氏
解
題
『
キ
リ
シ
タ
ン
版
日
葡
辞
書　

カ
ラ
ー
影
印
版
』（
二
〇
一
三

年　

勉
誠
出
版
）O

xford Bodleian Library

所
蔵
本
複
製
に
拠
る
。　

（
6
） 

室
町
期
の
抄
物
『
玉
塵
抄
』（
国
立
国
会
図
書
館
本　

勉
誠
社
複
製
）
に
も
「
筈

の
あ
は
ぬ
」
の
比
喩
的
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。

譟
人
―
ハ
、
心
ノ
ソ
サ
ウ
テ
、
イ
ソ
カ
ワ
シ
ウ
、
思
案
モ
ナ
ウ
、
ヒ
ヨ
ツ
ヒ

ヨ
ト
シ
テ
、
ハ
ズ
ノ
ア
ワ
ヌ
コ
ト
ヲ
、
タ
ク
リ
カ
ケ
テ
云
コ
ト
ソ
。

 

（
一
一
26
ウ
）

（
７
） 

高
羽
五
郎
氏
油
印
本
『
重
鐫
版　

文
家
必
用
』
に
拠
る
。

（
８
） 

講
述
者
谷
秦
山
（
一
六
六
三
―
一
七
一
八
）
に
つ
い
て
は
、
杉
崎　

仁
氏
編
注
『
保

建
大
記
打
聞
編
注
』（
二
〇
〇
九
年　

勉
誠
出
版
）
が
詳
し
い
。

（
９
） 『
重
改
論
語
集
註
俚
諺
鈔
』（
一
七
一
五
年　

ナ
リ
体
）
は
７
冊
21
巻
の
大
部
な
抄

物
で
あ
る
が
、
ハ
ヅ
は
次
の
１
例
し
か
現
わ
れ
な
い
。

仲
弓
雖
レ

賢
　
　
也
ト

未　
　
タレ

及
　
　
ハ

二　
　
ニ

顔
子
一

聖
人
指
二

孔　
　
ヲ子

一

固マ
コ
トニ

得
テ
軽
シ
ク
仁
者
ト
許
シ

玉
ハ
ザ
ル
筈ハ

ヅ

ナ
リ
（
＝
～
の
は
道
理
だ
）。（
六
８
オ
）

（
10
） 

拙
蔵
本
（
一
七
七
六
年
版
）
お
よ
び
高
羽
五
郎
氏
油
印
本
に
拠
る
。
用
例
の
検
索

は
、
荒
尾
禎
秀
氏
『
和
刻
本
『
笑
府
』
三
種
総
合
索
引
』（
二
〇
〇
八
年　

科
研

費
報
告
書
）
を
用
い
た
。


